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議会運営委員会  

 

   日 時   令和７年１２月９日（火）午後  時  分～ 

   場 所   全員協議会室  
 

１ １２月１２日の議事等について 

（１）議事日程 

第１ 一般質問 

第２ 第１号議案から第２０号議案（質疑、付託） 

（２）議事日程第２に係る質疑順序 

①         ②         ③          

（３）付託先 別紙付託表（その１）のとおり 

◎各データはサイドブックスに格納 

 

２ 請願について 

  ○受理なし 

 

３ 陳情・要望について 

（１）公共施設内での労組加入、政党機関紙の勧誘等に関する調査及び是正を求

める陳情 ＜総務文教常任委員会＞ 

（２）令和８年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い 

＜総務文教常任委員会＞ 

（３）安全・安心の医療・介護を守るマンパワー確保に向け、すべてのケア労働

者の処遇改善につながる報酬１０％以上の引き上げを国に求める陳情 

＜環境市民厚生常任委員会＞ 

（４）商工会への支援及び財政援助の強化について（要望） 

＜産業建設常任委員会＞ 

（５）学校教材備品の計画的な整備推進についてのお願い 

＜総務文教常任委員会＞ 

（６）臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等を防止し、国民が知

らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整備等を求める意見書提

出の陳情【別紙№１】＜総務文教常任委員会＞ 
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（７）国に国民の主食である米の価格統制をすることを求める意見書の提出に関

する陳情【別紙№２】＜産業建設常任委員会＞ 

（８）職員団体の組合費給与天引き（チェックオフ）手続の適正運用および行政

の政治的中立性確保を求める陳情【別紙№３】＜総務文教常任委員会＞ 

 

４ 議員提案議案について【別紙№４・５】 

（１）亀岡市議会ハラスメント防止条例及び施行規程の制定について 

※議案は条例のみ 

○提案日   １２月２２日（月） ＜最終日＞ 

○討論、表決 １２月２２日（月） ＜最終日＞ 

   [次回（１２月１９日）の会議での決定事項] 

   ○議案の内容 

   ○発議者 

   ○提案理由、質疑、付託（省略） 

※条文等にご意見がある場合は１２月１２日（金）午後５時までに事務局へご

連絡ください。 

 

５ その他 

（１）委員会（議案審査等）の日程 

１２月１５日（月）１０：００～ 総務文教常任委員会 

１６日（火）１０：００～ 環境市民厚生常任委員会 

１７日（水）１０：００～ 産業建設常任委員会 

      上記会議終了後 広報部会 

１８日（水）委員会予備日 

（２）意見書等提出期限 １２月１８日（木）１０：００ 

（３）討論通告期限   １２月１９日（金）１６：００ 

（４）次回の議会運営委員会等の日程 

１２月１９日（金）１３：００～ 議運事前調整（正副議長、正副委員長） 

１４：００～ 議会運営委員会・幹事会 



令和７年１２月議会議案付託表（その１） 

 

 

付託委員会 

 

 

議案番号 

 

 

件                           名 

 

総務文教 

 常  任 

 

１ 

 

８ 

 

 

９ 

   

 

１０ 

 

 

１１ 

 

１４ 

 

 

 

令和７年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例等の一部を改正する 

条例の制定について 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

 

かめおか防災広場設置条例の制定について 

 

亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

環境市民 

 厚生常任 

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

７ 

 

１２ 

 

 

１３ 

 

 

１４ 

 

 

１８ 

 

１９ 

 

 

令和７年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

 

令和７年度亀岡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度亀岡市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度亀岡市病院事業会計補正予算（第２号） 

 

亀岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について 

 

亀岡市立保育所条例及び亀岡市立認定こども園条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

財産の取得について 

 

損害賠償額の決定について 

産業建設 

常  任 

 

１ 

 

５ 

 

６ 

 

１５ 

 

 

令和７年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

 

令和７年度亀岡市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

令和７年度亀岡市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

亀岡市企業立地促進条例を廃止する条例の制定について 

 



 

 

付託委員会 

 

 

議案番号 

 

 

件                           名 

 

産業建設 

常  任 

 

１６ 

 

１７ 

 

 

２０ 

 

 

亀岡市自然環境を重視した食と農のまちづくり条例の制定について 

 

亀岡市水道事業給水条例及び亀岡市下水道条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

川の駅・亀岡水辺公園に係る指定管理者の指定について 
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亀岡市議会ハラスメント防止条例（案） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、議員間又は議員と職員との間におけるハラスメン

トの防止及び排除のために必要な事項を定め、良好な職務環境を確保

することで、市政の効率的運用に寄与し、もって信頼される議会の実

現に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為であ

って、人権侵害のおそれのあるもの又は個人の職務環境を害するもの

をいう。 

(1)言葉等により、相手を傷つける行為、苦痛を与える行為、不快に

させる行為又は不利益を与える行為 

(2)社会的又は性的な差別により、相手に精神的な苦痛を与える行為 

(3)職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超

えて、相手に精神的な苦痛を与える行為 

(4)性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシー

を侵害し、相手を傷つける行為 

２ この条例において「職員」とは、市長、副市長、病院事業管理者、

教育長及び地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第３条第２項に

規定する一般職の者をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この条例は、議員間又は議員と職員との間において生じたハラ

スメントについて適用する。 

（議長等の責務) 

第４条 議長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、第７

条の申出があったときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければ

ならない。 

２ 議長は、ハラスメントに関する相談に的確に対応するため、必要な

相談体制の整備に努めるものとする。 

（議長の職務代行） 

第５条 議長が第７条の申出の対象となったときは副議長が、議長及び

副議長がともに同条の申出の対象となったときは議会運営委員長がこ

の条例に規定する議長の職務を行うものとする。 

別紙№４ 
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 （議員の責務） 

第６条 議員は、市民の代表として常に高い倫理観を持ち、ハラスメン

トの防止及び排除に努めなければならない。 

２ 議員は、ハラスメントが行為者の意図とは関係なく生じ得ること及

び議員と職員とが特殊な関係にあることを自覚し、他の議員及び職員

を個人として尊重することを通じて、誠実かつ公正な活動に努めなけ

ればならない。 

３ 議員は、自身によるハラスメントがあったと疑われたときは、自ら

誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければな

らない。 

（相談及び苦情の申出） 

第７条 議員又は職員は、議員からハラスメントによる被害を受け、又

はその事実があると思料するときは、議長に対し、ハラスメントに関

する相談又は苦情を書面又は口頭により申し出ることができる。 

（有識者からの意見聴取） 

第８条 議長は、前条の申出があったときは、速やかに当該申出に係る

事実関係の調査及び確認を行うものとする。 

２ 議長は、ハラスメントを防止するための措置及び前項の申出に係る

事実関係の調査並びに確認を行うため必要があると認めるときは、亀

岡市議会ハラスメント審査会（以下「審査会」という。）を設置する

ことができる。 

３ 前項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項については、議

長が別に定める。 

（公表等） 

第９条 議長は、議員によるハラスメントがあったことを確認したとき

は、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表等必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 議長は、前項の規定による措置を講ずるに当たっては、あらかじめ、

議会運営委員会において協議するものとする。 

（守秘義務） 

第１０条 議員及び職員は、ハラスメントの当事者のプライバシーの保

護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。 

（研修等） 
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第１１条 議長は、ハラスメントの防止及び排除を図るために必要な研

修等の実施に努めなければならない。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、議長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



亀岡市議会ハラスメント防止条例施行規程（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、亀岡市議会ハラスメント防止条例（令和７年亀

岡市条例第  号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（亀岡市議会ハラスメント審査会） 

第２条 条例第８条第２項の規定により設置する亀岡市議会ハラス

メント審査会（以下「審査会」という。）は、次に掲げる事項につ

いて、議長に対し助言、提言等を行うものとする。 

(1)ハラスメントに係る事実関係の調査に関すること。 

(2)条例第７条の規定による申出に対する議会又は議員の対応に

関すること。 

(3)その他議長が必要と認めること。 

（弁明の機会） 

第３条 審査会は、条例第７条の規定による申出により、調査の対象

となった議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。 

（組織） 

第４条 審査会の委員（以下「委員」という。）は、ハラスメントの

事案ごとに当該ハラスメントに関し識見を有する者とし、議長が

招集する。 

２ 委員の数は、３人程度とする。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、前条第 1 項の規定による招集をした日から

条例第４条第１項に規定する必要な措置を講じた日までとする。 

（会議の非公開） 

第６条 審査会の会議は、非公開とする。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も、また同様とする。 

（庶務） 

第８条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定

める。 

 

別紙№５ 



附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。  


